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説明のため出席した者

環境生活部

部 長 村 田 信 一

次 長 江 副 健 二

次 長 駒 崎 照 雄
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午後１時11分開議

○西岡勝成委員長 ただいまから第15回水俣

病対策特別委員会を開催いたします。

まず、本日の委員会に１名の傍聴の申し出

があっておりますので、これを認めることと

いたしました。

去る９月24日に開催いたしました前回の委

員会で、大西委員から、昨年12月に、チッソ

の後藤会長が特別委員会へ来て、いろいろと

意見を言っていかれましたが、当委員会と非

常にすれ違いがあった、今の膠着状態をいつ

まで続けるのか、一日も早い決着のために、

チッソの経営陣からお話を聞きたいという御

意見をいただきました。

本委員会といたしましては、このような意

見を後藤会長に伝え、翻意を促したいという

ことになりまして、そこで、11月13日に、私

と前川副委員長が、東京でチッソの後藤会長

、 、と会い 当委員会の意見を再度伝えましたが

後藤会長の考えは１年前と何ら変わっており

ませんでした。さらに、救済策を受け入れる

ためには、分社化の確信が得られることが最

低条件であるという発言がありました。

これに対して、私どもからは、今の県議会

の空気は分社化よりも救済が先であると申し

上げ、改めて救済策へ応じるように要請をい

たしました。

私たちは、後藤会長のかたくなで不誠実な

態度に怒りを覚えましたが、現状では後藤会
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長を招致しても新たな議論は期待できないこ

とを確認いたしました。また、現段階で後藤

会長を招致いたしましても、会長は県議会の

意向を聞く耳は全くなく、とうとうと会長の

分社化論を聞く機会を逆に与えるだけと私は

判断をいたしましたので、今回の特別委員会

への招致については見合わせることといたし

ました。

なお、今後の後藤会長の招致については、

引き続き与党ＰＴ等の動向を見ながら判断し

てまいりたいと思いますので、御了解をいた

だきたいと思います。

同日 私どもは斉藤環境大臣を訪問し 県、 、「

議会も与党ＰＴもチッソも固まって三すくみ

」 、の状況の中で解決への糸口をつかみたい と

救済策の早期実現への要望を行いました。大

臣からは 「チッソの説得に全力を挙げてい、

る、今後とも一緒に努力をしていきたい」と

いう発言がございました。また、与党ＰＴの

園田座長にもお会いをし、同様の要請を行っ

てまいりました。

以上の内容につきましては、後ほど執行部

の方からも説明をしてもらいます。

なお、来週の18日に与党ＰＴの会議が開催

される予定となっておりますが、議題は、当

面の課題についてとなっており、詳細はわか

っておりませんが、当委員会の御議論を踏ま

えて、私、前川副委員長も一緒に出かけられ

るかわかりませんけれども、最低私は出席を

して、また、その結果については当委員会に

御報告させていただきたいと思います。

それでは、議題に入りたいと思います。

前回の特別委員会以降の水俣病被害者対策

に関する状況について、執行部から報告を受

けた後、質疑を行いたいと思います。

それでは、説明資料に基づきまして、谷﨑

水俣病保健課長並びに楢木野環境政策課長に

説明をお願いいたします。

○谷﨑水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。

資料の１ページをお願いいたします。

まず、前回の特別委員会以降の水俣病対策

の主な経緯につきまして御報告を申し上げま

す。

10月３日の日に、与党ＰＴの園田座長が、

裁判継続を主張されております不知火患者会

と面談されました。

11月13日には、先ほど委員長からも御報告

がありましたように、当委員会の正副委員長

でチッソの後藤会長に会っていただきまし

た。救済策に応じるよう改めて要請していた

、 、だくとともに 環境大臣にも会っていただき

今後とも連携して問題解決に当たることを御

確認いただいたところでございます。

２番目の新たな救済策の最近の状況につい

てでございますが、これにつきましては、先

ほど御報告しました11月13日の活動概要とい

うことでまとめさせていただいております。

まず、チッソの後藤会長からは、救済策に

対する基本的な考え方は変わっていないと、

救済策を受け入れるためには、分社化の確信

が得られることが最低条件といった趣旨の発

言があっておりました。

環境大臣からは、与党ＰＴ案が実施できる

よう我々も全力を挙げたい、そのためには、

原因企業チッソが基本的な考え方に合意して

もらう必要があると、その説得に全力を挙げ

ているということで、今後とも一緒に努力を

していきたいという発言があっておりまし

た。

あわせて、園田座長との会談では、チッソ

の説得が救済策実現のかぎであると、今裁判

を行っている団体とも話し合いを続けている

という趣旨の発言があっておりました。

また、関係者の動きとして、(2)でまとめ

ておりますが、環境大臣は、ちょっと少し前

になりますが、９月25日の記者会見で、根本

的解決に当たろうとしないチッソ株式会社に

対して強い不信感を表明されております。ま
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、 、 、た 西尾事務次官は 11月13日の記者会見で

チッソが解決へ努力しなければ何も進まない

という発言をされております。

次のページをお願いいたします。

被害者団体の動きでございますけれども、

与党ＰＴ案の受け入れを表明しております出

水の会と芦北の会は、それぞれ環境省等に対

しましてチッソ株式会社の説得を要請されて

おります。

また、与党ＰＴ案の受け入れを現時点で拒

否しておられる不知火患者会は、先ほども申

、 、し上げましたように 園田座長と面談をされ

司法による解決を要請されております。これ

に対しまして、園田座長からは、司法の場で

和解による解決ができるならば努力したいと

の発言があった模様でございます。

以上でございます。

○楢木野環境政策課長 (3)のチッソ株式会

社に対する支援措置については、環境政策課

の方から御報告をいたします。

６月30日に議決されました「チッソ株式会

社に対する支援の見直しに関する意見書」を

、 、踏まえまして この支援の見直しについては

11月19日、兵谷副知事が環境省を訪問して、

来年度以降３カ年のチッソ株式会社に対する

支援措置の運用の見直しを要請しておりま

す。

現在、環境省、県及びチッソの３者で協議

中でございます。最終的には 「チッソ株式、

会社に対する支援措置に関する連絡会議」と

いうのが、多分例年どおりですと今月中には

開かれるんではないかと思っていますので、

そこで決定される見込みでございます。

ポツの２つ目ですが、平成20年度のチッソ

株式会社に対する支援措置につきましては、

前回報告しましたとおり、９月分につきまし

、 。ては 特別県債の発行を見合わせております

なお、次の県債償還日は、３月１日及び３月

25日になっておりまして、大体は最初の幹事

会で全体を決めるところを、今回は１回ずつ

幹事会で確認していくというところで、今も

う２回既に、８月28日、９月18日、そこの表

の下に書いてある幹事会で個別に確認をされ

ておりますけれども、今後の幹事会の開催に

ついては、今のところ未定でございます。

(4)のチッソ株式会社の経営状況につきま

しては、別紙に、平成20年度チッソ中間決算

についてというペーパーを用意しておりま

す。

チッソの上期業績概要につきまして、これ

は今年の４月から９月分でございますけれど

も、去る11月13日にチッソ株式会社から公表

されました中間決算の概要をそこの表に記載

いたしております。

中身につきましては、真ん中の中間決算の

概要というところで御説明いたします。

売上高は昨年同期を上回っておりますけれ

ども、経常利益は56億円と昨年同期の57億円

からマイナスの2.3％となっております。

なお、通期、今年度の４月から３月までの

業績予想ですけれども、経常利益が、今年の

５月15日の公表の時点では、130億円を見込

むということになっておりましたけれども、

11月13日の中間決算の際に、これを110億円

に、20億円下方修正がなされておりまして、

前年度決算と比較し、減益の見込みとなって

おります。

ただ、注書きに書いておりますように、通

期で経常利益が前年度決算と比較し減益とな

ったといたしましても、政府のチッソ金融支

援抜本策において目標とされる経常利益分53

億円を通期で上回る見込みのため、患者補償

金、年間約24億円の支払いには支障を来さな

い見込みでございます。

営業の概況というのは、チッソ株式会社よ

り聞き取ったものですけれども、なぜ下がっ

たかということですけれども、原油価格の高

騰による原材料価格の上昇に加えまして、景

気の停滞感等を背景に、液晶ディスプレー市
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場が、パソコンモニター用途を中心に在庫調

整の局面に入っておりまして、その影響を受

けて液晶の販売が減少したことが、主なその

理由だということで聞いております。

以上でございます。

○西岡勝成委員長 以上で執行部の……。何

かありますか。

○谷﨑水俣病保健課長 資料の３ページでご

ざいます。

３ページ以下は、認定業務の状況、それに

水俣病に関する裁判の状況をまとめさせてい

ただいております。

これにつきましては、前回から大きな状況

の変化はあっておりませんので、報告させて

いただきます。

以上でございます。

○西岡勝成委員長 ほかにありませんか。

以上で執行部の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

何かございますか。

○大西一史委員 前回、いろいろと本当にチ

ッソが何を考えているのかようわからぬとい

うことで、経営陣の話を聞きたいというふう

に申し上げました。ただ、今委員長からお話

、 、があったとおり 非常にチッソの後藤会長も

もうかたくなであって、全く態度を変える様

子がないということで、しかも分社化の確信

が得られることが最低条件みたいな話をまた

改めてされたということは、やはり本当に、

そういう意味ではもう呼んで話を聞いても意

味がないんだろうなというふうに、改めてち

ょっとあきれたところでありますけれども、

今度、12月18日、与党ＰＴがあるということ

でありますから、その際にもいろんな議論が

あるんだというふうに思いますが、やはりこ

こで出ているような分社化の確信が得られる

云々とかという前に、やはり救済策の受け入

れに対する前向きな姿勢、態度、やはり謙虚

な姿勢というのをチッソに持ってもらいたい

というふうに思っていますので、その点につ

いてはしっかり言っていただきたい。

しかも、６月の代表質問でも、この分社化

の特別措置法案の内容等々についても、若干

意見を申し上げさせていただきましたけれど

も、本来やっぱり親会社が存続して、きちん

と責任を果たすというのが筋であると思いま

すし、やはり公害の原因企業はきちんと責任

を果たさなければ、分社化して責任の所在が

あいまいになってしまう、どこに責任の所在

があるのかわからぬようになってしまうとい

うことでは本当に本末転倒で、金さえ払えば

いいのかということを６月にも申し上げまし

たけれども、金さえ払えば、患者補償さえ済

めば、これだけの大きな公害を起こした原因

企業として責任を果たしたことになるかとい

ったら、そうではないというふうに思ってい

ますので、その点について非常に強い憤りを

持っておりますので、こういう分社化につい

て、その後いろいろ動きがあって、こういう

発言があっていますけれども、部長、こうい

ったチッソの考え方あたりはどういうふうに

お考えなのかと、受けとめておられるのかと

いうのが１つ。

それから、国の方の与党ＰＴの方でも、前

回、たしか私が質問したときの時期に、たし

か前日か何かにＰＴがあったんですが、その

ときに、委員のメンバーの中から、何が何で

も分社化を優先すべきだみたいな発言が一部

の国会議員の中からあったというふうにその

とき伺っております。やっぱりそういう議論

が今後またこの18日に起きないとも限らない

わけで、その辺に対して、今度委員長行かれ

たら、しっかり、そういう議論は到底熊本県

議会としては受け入れられぬというふうなこ

とを、私の意見ですけれども、言っていただ

きたいというふうに思います。
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それと同時に、そのＰＴで、もしそういう

意見が出たとすれば、この次、我々この水俣

病対策特別委員会の中で、だれがどういう発

言をしたのか、その辺も詳細に、議事録、テ

ープ起こしでも何でも結構ですが、していた

、 、だきながら そういった発言も踏まえながら

我々としても対応を考えていかないかぬとい

うふうに思いますので、そういうふうにお願

いをするわけであります。

先ほどの、さきの話のところで、部長、何

か御意見ありますか。

○村田環境生活部長 今、委員長から御説明

があったとおり、チッソの姿勢に変化が見ら

れません。我々としては、今、大西委員が言

われましたように、まず、救済に対する企業

の、チッソの真摯な姿勢というものが前提か

なということで、全く考え方としては同感で

ございます。

そういう姿勢の中で何か活路を見出せない

ものかということで、我々は我々なりでこの

水面下で接触はしてきたわけですけれども、

どちらかというと分社化の方が優先というこ

とでかみ合わない、委員長、副委員長とお話

しいただいてもかみ合わないということであ

りまして、まことに残念至極と。

加えて、いわゆる国政の状況も非常に、福

田総理の辞任も含めまして、いわゆる今のよ

うな状況の中で話がなかなか前に進まない膠

着状態というものが見られると。

片や、園田座長はじめ大変御努力をいただ

いております。何とか活路を見出すために、

座長を中心に、一生懸命今努力されているの

は私も肌身に感じておりまして、本当に感謝

の念にたえないわけですが、いわゆるこのま

まの状態で今後どういうふうな形で進展する

か、いかがするか、県として、議会としてど

うするかということが１つ、ずっともう気に

なるどころか、ずっと私の頭の中から離れな

いのが今の正直な印象でございます。

昨日の夜、実はＰＴの通知が来たわけです

けれども、環境省も含めたいわゆる国会議員

の先生方の御意見の中で、そういうところの

活路に何らかの方向性が見出せるものかどう

か、そういうものを十分見計りながら、また

改めて、その進捗に応じては、臨時の委員会

でもまた御相談しないといかぬのかもしれま

せんけれども、そういうふうな状況に応じて

対応しないといかぬのかなと。

、 、幸いに 園田先生の方でＰＴを開くという

年内に１つ布石を打っていただいたので、そ

こに今期待をしているところですけれども、

チッソの姿勢に、園田先生あるいはＰＴの動

きに並行する以上に、チッソの方の動きが示

されても本来はいいのではないかなという思

いを常日ごろ持ちながらおります。

今御発言があったものとは全く同感に思っ

ております。

○西岡勝成委員長 与党ＰＴの18日の会議、

私、出席しますので、今御要望があった点に

つきまして、今日までもずっと、分社化の議

論があるたびに県の執行部と我々一緒になっ

て、到底これが県で受け入れられるものでは

ないということは主張いたしておりますけれ

ども、また、18日にそのような議論がありま

した場合もその主張は貫いてまいりたいと思

っております。

○前川收副委員長 今の分社化の話が出まし

たので、関連的な話で、副委員長という立場

では恐縮でありますけれども、今せっかく出

ましたので、発言させていただきたいと思い

ますけれども、11月に委員長と一緒に後藤会

長と会ったときも、とにかく分社化というも

のが後藤会長の前提という雰囲気ですね。言

葉でも出たと思いますけれども、ちょっとし

っかりその言葉自体は覚えておりませんが、

会談の内容からいえば、とにかく分社化をす

ればと、したいということが主であったとい
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うことは事実であります。

私は、個人的には分社化の議論というのは

この委員会の俎上に上げるべきでもないと。

まずはやっぱり救済策があって、その先に考

えることだというのは基本的にはそう思って

います。

しかし、分社化、分社化とチッソが言って

、 、 、いる事実は これは事実でありますから 今

大西委員もおっしゃったとおり、今提案され

ている分社化のスキームというものについ

て、以前にも１回説明をいただきましたけれ

ども、お話があったとおり、ＰＰＰの原則に

基づいてチッソ県債を発行してきた熊本県、

それを認めてきた県議会、その立場から見れ

ば、あのスキームがそのまま履行されるとい

、 、うことになってしまえば 原因者負担の原則

ＰＰＰの原則の原因者たるチッソが社会的に

いなくなるという前提が織り込まれた法案の

内容だと。法案じゃないですね、スキームの

内容だというふうに思っております。

、 、そこで 今までにもそういったことがある

前提があるわけでありますから、当然それだ

けでも問題であるにもかかわらず、今も係争

中の裁判があるわけであります。今裁判をや

っている方々が、結果として判決が出たとき

に、原因企業はどこにいるのかという話が出

たときに、仮にこのスキームがそのまま認め

られていれば、主な原因者たるチッソがいな

いと。それから、関西訴訟で認められている

国、県の責任、これは残っているわけであり

ますから、国と県がいわゆる原因者という形

になってしまわざるを得ない、そういったス

キームもあるということ。

それから、今後も訴訟が全部ないというこ

とじゃないわけですね。これは、我が国は法

治国家でありますから、その法に基づいて、

いわゆる患者であり、被害者たるという人た

ちが訴訟を起こすことの権利を奪うことは何

人たりともできないわけでありますから、訴

訟が生まれてくる可能性もあるという前提に

立ったときに、果たして今提議されている分

社化というものが、果たしてそんなに――チ

ッソにとっては都合いいものだとは思います

が、我々にとって、むしろ県民にとって、チ

ッソ県債を発行し、それを負担してきた側、

それから公害病の原点たるこの部分を解決し

ようとしてきた今までの流れ等々から考えた

ときに、問題がないのかというと、私は大変

大きな問題が入っているものだというふうに

思っております。

ですから、そういうものをすんなり国が認

めるはずはないという気持ちは持っておりま

すけれども、県において、執行部の中で、現

状の今示されている分社化についての問題点

について、１回ちょっと部長に、しっかりと

全体スキームを洗い直しながら発言していた

だければと思います。

、 、○西岡勝成委員長 部長 答弁いただく前に

一応この問題について概略説明をいただいて

おりますけれども、その辺の資料を配ってい

ただきながら御答弁をいただければと思いま

す。

（資料配付)

○村田環境生活部長 一応おさらいの意味も

ありまして、これは、前々回お配りした資料

を今お配りします。これは法案となっており

ますが、今副委員長からございましたように

法案ではございません。法案の前は何という

んですか……(「骨子」と呼ぶ者あり)骨子で

ございますので、法案にはまだなっておりま

せんので、骨子という意味で、この流れを谷

﨑課長の方から説明させます。

○谷﨑水俣病保健課長 今お手元にあります

ように、タイトルは公害健康被害補償金等の

確保に関する特別措置法、仮称で、要綱骨子

素案ということでうたわれております。この

要綱骨子素案について説明をさせていただき



- 7 -

ます。

これは、今部長の方からも話がありました

ように、前々回、６月に１度御説明をさせて

いただいておりますが、一応再度整理のため

に御説明をさせていただきたいと思います。

少々長くなりますので、お許しをいただき

まして着座にて御説明をさせていただきたい

と思います。

○西岡勝成委員長 どうぞ。

○谷﨑水俣病保健課長 それではまず、目的

のところでございます。

公害健康被害を受けた者に対する補償金そ

の他の債務の支払いのために多額の累積損失

が生じている事業者について、補償金その他

の債務の支払いと事業者が行う事業を別法人

、 、に行わせる つまり分社化ということですが

分社化することによりその事業を活性化し、

その収益力を高めるとともに、債務の履行を

完遂させることを目的とするということでご

ざいます。

これは、とりわけチッソに限ったというこ

とではなくて、一般法としての法整備を考え

ていらっしゃる骨子ということでお考えいた

だきたいと思いますが、次のところですが、

網かけのところを中心に下の方へ説明してま

いりますけれども、網かけの中のかぎ括弧、

これについては行為の主体となる者を表して

おります。

まず、目的に合致するような会社について

は、事業再編計画を実施すべき事業者という

ことで、例えばチッソ株式会社であればチッ

ソ株式会社を、その申請に基づきまして、左

方、第３と書いておりますが、環境大臣が指

定をいたします。指定を受けた事業者を、２

つ目のところですけれども、特定事業者とい

うふうに呼ぶようになっております。

特定事業者は、事業再編計画を作成いたし

ます。この中には、実施時期だとか、あるい

は資金計画とか入ってくると思われますが、

左の方に、点線で左方に第４－３と書いてお

りますけれども、事業再編計画は、２つの項

目に適合しなくてはならないということにな

っておりまして、その１が、特定事業者の補

償金に関する債務の支払い及び公的支援に係

る借入金債務、補償金とかそれから公的債務

の借入金の債務の返済については支障が生じ

ないことが最初の項目でございます。２つ目

は、特定事業者の事業所が存在する地域の経

済の安定に支障を及ばさないことということ

でございます。その審査は大臣がいたしまし

て、計画を認可いたしますと、右にあります

ように、税の特例等がございます。

環境大臣が計画を認可した後の話でござい

ますけれども、特定事業者は、もう１つ、事

業の譲渡とか資本金の額の減少という行為を

やらなければならないということになります

が、それを裁判所の許可で事業会社の設立が

できるようになっております。通常でござい

ますと、会社法で、株主総会の特別決議、あ

るいは定足数を満足した株主総会で当該出席

者の議決権の３分の２以上の同意が要るとい

うことでございますが、それとは別に、裁判

所の許可でできるということになっておりま

す。

事業会社ができますと、括弧の事業会社の

株式の処分から下のところに説明を進めさせ

ていただきますが、特定事業者の指定を受け

た者は、事業会社の株式を譲渡する承認を申

し出ることができるようになっております。

、 、これを環境大臣が承認いたしますと その後

特定事業者と特定地方公共団体、この特定地

方公共団体というのは、その右の方に解説が

載っておりますけれども、公的支援を行って

いる地方公共団体を環境大臣が指定いたしま

す。これが特定地方公共団体ですが、水俣病

問題で言いますと熊本県ということになりま

すが、その特定地方公共団体と、特定事業者

である、例えばチッソ株式会社と協定を締結
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することになります。

この締結をするときに、協定の内容につき

ましては、左の方の第６－４と書いておりま

すが、左下の方になりますが、協定の内容に

、 、ついて書いてありますけれども その１つが

補償金に関する債務の特定地方公共団体によ

る引き受けに関する事項、２つ目が、譲渡益

の特定地方公共団体への納付に関する事項、

その３が、その他補償金に関する債務の支払

いの確保に関し必要な事項ということでござ

います。ここには公的債務は入っておりませ

んが、すべて補償金でございます。その協定

を締結するわけですが、その協定を締結する

場合には、左の上の方にありますけれども、

特定地方公共団体の議会の議決が要るという

ことになっております。本県でありますと、

県議会の議決がなければこの協定の締結はで

きないということになっております。

協定が締結されたものと仮定いたしまし

て、下に説明を進めさせていただきますが、

株式を譲渡いたしまして譲渡益が出ました

ら、これを特定地方公共団体へ納付というこ

とになっております。特定事業者が譲渡益を

特定地方公共団体に納付しますと、この特定

地方公共団体、つまりは、熊本県は、譲渡益

の積み立てを行いまして、補償金の支払いに

充てるということになっております。

右の第６－７というところですが、公的債

務の返済ということについては、譲渡益から

特定地方公共団体に納付した残額をもって公

的債務あるいは借り入れに充てていくという

ことになっております。右の下の方でござい

ますが、公的支援に係る借入金債務等と書い

てございます。

以上が、スキームの説明でございます。

○西岡勝成委員長 以上の説明の中におい

て、今、先ほど副委員長が説明された問題点

というのを整理してください。

○村田環境生活部長 今、流れというか、そ

れを説明申し上げましたが、まず、今副委員

長の前段でお話ございましたが、私どもの今

からお話しする内容の前提となる基本認識と

しては、あくまでも救済策の早期実現という

ものが先決であるという認識は変わっており

ませんので、その点において分社化を今ここ

で、特別委員会で議論をしたことが、さもそ

ちらが先行するようなニュアンスになること

は、基本的に誤解が生じないように、今日こ

こにいらっしゃる方々すべて認識をしていた

だければという意味で、改めて救済策の早期

実現が先決なんだということを押さえておき

たいというふうに思います。

しかし、ある意味では分社化そのものの議

論を否定することはできないわけで、そこま

では思いませんけれども、いろんな角度から

の検証というものが必要であります。特に、

被害者、患者の方々はもとより、県民、県議

会の御理解というものが不可欠であると、そ

れを抜きにしてこの法案が、要綱骨子となっ

ておりますけれども、これが転がっていくと

いうことは大変問題があることではないかな

というふうに思っております。

そういうものが基本的前提としてこの流れ

を少し見てみたいと思います。あえて気づい

た点ということで申し上げますならば、第１

点、先程、前川副委員長が言われましたとお

り、いわゆる裁判被告の、何か今裁判ではチ

ッソと国と県が被告になっているわけですけ

れども、その最大の責任者が、原因者がいな

くなる。ということはどういうことかという

と、残った国と県が全責任を負うというおそ

れが出てくるということは否めないと思いま

す。

この表の一番下のところをごらんいただき

たいと思いますが、特定事業者、これはチッ

ソが、下から３つ目の段のところの６－２と

いうところですが、チッソ、特定事業者が譲

渡益を特定地方公共団体、これは熊本県へ納
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付をいたします。それから、右の方にちょっ

と矢印があって、６－７というところがあり

ますが、納付した金額を控除した残額を充当

すると。これは公的支援に係る借入金債務、

これはいわゆる県債のことであります。県債

に返す、それから、そのほか、事業計画の再

編に必要なこと、いわゆる譲渡をした後、金

をこういうふうに納付したり支払ったりする

わけですから、チッソには、いわゆるもうお

。 、金はなくなるということであります 事実上

ここで消滅するということになるのではない

かというふうに思います。

そうしたときに、じゃあ被告としてはどう

なるのかと。いわゆるそれまでに解決すると

いうことであれば、あとは支払いしか残らな

いわけですけれども、そういうときに裁判が

継続する、もしくは新たな裁判が提起された

ときに肝心の相手がいなくなるということが

大きな問題の一つになろうかと思います。

２番目は、原因企業としての責任や地域社

会への貢献などが非常に不明確になるのでは

ないかと。これはずっと今度は上の方を見て

いただきたいと思いますが、分社化をするた

めに事業再編計画をつくりますが、このとき

環境大臣が４－１のところで認可をします。

４－３のところに条件がありますが、その２

番目のところに、地域の経済の安定に支障を

及ぼさないことというくだりがあります。現

実にその分社化ができ上がって新たな会社が

スタートします。新会社がスタートした時点

で、これはもうひとり歩きしていくわけです

けれども、その会社が、果たして今までどお

りの、水俣に存在する形の地域貢献を果たし

ていけるかどうかというのが、果たしてどう

いう形で保証されているんだろうかと。全く

その保証の余地はないんではないかというふ

うな思いが、２番目の非常に不安といいます

か、不明確な点で思います。

それから３番目は、その４－３の上の方に

ございますが、環境大臣が認可をしますとき

の適合事項として、いわゆる補償金の支払い

及び公的な返済に対して支障がないこととい

うことでありますけれども、この債務の確定

が非常に難しいといいますか、今の時点では

できてない。既に認定を受けた方は、ちょっ

と言葉としてはあれですけれども、その方が

御存命の間ずっとつなげていくわけで、これ

は計算上できるわけですね。ただ、今新たに

裁判を訴えていらっしゃる方々の債権、債務

というのは確定をしていない。また、その後

また続いて出てくるかもしれない。そういう

意味では、ここの４－３の１の支障がないと

いうところが非常に不明確になる。いわゆる

債務の確定ができていないのではないかとい

、 。うところが ３番目の疑問としてございます

それから４番目、いわゆる債務に見合う譲

渡益が確保できるかどうかが非常に不明だと

いうことがございます これは この表の６－。 、

４の上ですね、点線の枠で囲んであります一

番上の矢印のところですが、チッソが、特定

事業者が株式譲渡の承認の申し出をします。

これに対して、当然環境大臣承認した後、今

度は熊本県とチッソが協定を結びます。この

協定を結ぶわけですけれども、このときは議

会の議決が要るとはしてあるんですが、その

協定が済んだ後、今度は現実に株式の譲渡を

行います。

この株式の譲渡が、私がこれまで聞いてい

た限りでは、譲渡益が約二千数百億円は見込

まれるであろうと。その前提は、いわゆる日

経平均株価が１万6,000円を前提にしたとき

。 、にそういう話があっておりました ところが

こういう話、実はこれは夏、この話が出たん

ですけれども、図らずも今回の金融危機で、

今日現在でも株価は8,000円台であろうと思

います。大まかに言いますと、その日経平均

株価も半分になっている。そうしますと、果

たしてこの株式譲渡をした時点で、いわゆる

患者さんへの補償あるいは県に対するお金を

返すというものが果たして可能なのかどうか
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ということが出てきます。先ほど二千数百億

円と言いましたが、株が半分とすれば、売却

益が大まか1,100万円とか1,200万円というこ

とになります。そうしますと、県の今チッソ

に持っている1,100億円ですかね。1,000億円

ちょっとということになりますが、県がチッ

ソに対してお金を貸している、いわゆる県債

分が約1,500億円ありますので、それにも足

らない。患者補償は当然できないということ

になります。

ただ、これは今すぐということではありま

せんで、この点線で囲んだ部分の事業会社の

設立から株式譲渡までは、これも聞いている

話では３年ほどかかると。というのは、一部

上場して、株が上場して、いわゆるキャピタ

ルゲインをねらう可能性もあるんですが、３

年後でないと譲渡できないというふうなこと

、 。もあるらしくて 相当長期の時間がかかると

しかし、そうはいっても譲渡益が十分足りな

い場合は、じゃあだれがその患者補償を含め

て面倒見るのかというような、そういう今後

の債務に見合う譲渡益を確保できるかどうか

といったような問題点が内在をいたしており

ます。

今４つ申し上げましたけれども、そういう

意味で申し上げますならば、チッソが事実上

消滅するということは、このスキームでいき

ますと、特定地方公共団体として県は公的支

援を行っていますので、県がその債務を引き

受けるということは、最悪の場合は裁判の当

事者にもなりかねない、あるいは今後の債務

を引き受けなければならないといったような

恐れまで出てくる可能性はどうなのかと、そ

こらあたりはどうなんですかということはも

っと突き詰めた聞き方をしたいところでござ

います。

そのときに、この法律の中で特定地方公共

団体が協定を結ぶということになっておりま

すけれども、なぜ熊本県がチッソの支払い事

務、債務も含めて引き受けなければならない

かという理由は、ここでは公的支援を行って

いる地方公共団体ということが右の方に書い

てあります。公的支援を行っていることがチ

ッソのそういう債務まで引き受ける合理的な

理由になるのかというのが、私の最大の疑問

であります。

熊本県がそういう形で最高裁でも責任を問

われたことは重々前提として認めますけれど

も、チッソの支援を行っているがゆえにチッ

ソが消滅した後も含めて、この支払い事務、

債務一括全部熊本県でやんなさいよという理

屈はどこから出てくるのであろうかというの

が大きな疑問でございます。また、戸惑いを

持っております。そのことは、イコールＰＰ

Ｐの原則が果たして貫徹できるのかと。先ほ

ど副委員長が言われましたとおりの理屈にな

ろうかと思います。

なおかつ、形式的な話を申し上げますと、

いわゆる鹿児島県の事務も含めて熊本県が執

行するということになりますので、複数県の

支払い事務を熊本県が引き受けるという内容

でありますので、そこらあたりは非常に県と

しては、ここの中で熊本県がその引き受ける

主体として出てくることについては大いに問

題があるというふうに現時点では思っており

ます。それが一番の問題点ではないかなと思

っております。

そのほかの細々した問題ありますけれど

も、先ほど大きく分けた４つのポイントと今

申し上げました、熊本県がなぜこの特定地方

公共団体として引き受けなければならないか

と、これは特に大きな問題として押さえてお

かなければならないし、私どもとしては、執

行部としては、県議会の承認も果たしていた

だけるだろうかというふうなことも思ってお

ります。県民の方々の理解も得られないので

はないかと。そういうふうなスキームとして

果たして転がるもんだろうかというふうなの

、 、が 私が環境生活部長として感じている疑問

あるいは不安でございます。
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○前川收副委員長 詳しく問題点についてお

。 、話をいただきました ざっと聞いただけでも

株主の理解が得られないから患者補償につい

てはできないと、たしかチッソは言いました

よね、前、後藤会長みずからここに来ておっ

しゃったんです。ただ、株式の議決が不要の

こういうスキームはチッソが認められるわけ

はないだろうと、株主優先とお考えの会社で

しょうから、そうだろうと思ってますが、そ

のことはまだこれからの話なんでしょう。し

かも、いろんな未確定な部分がたくさんある

し、もともと、この債務を引き受けたのは、

緊急避難的措置という頭書きをつけた上でチ

ッソ県債の発行を認めたという前提もあるん

ですね。何も好き好んでやったわけじゃなく

て、これはもうこのままだったら原因企業が

責任果たせなくなるから緊急避難的措置とし

てチッソ県債の発行をした、患者県債の発行

をしたという前提もありますから、そういう

ものが今このスキームの中でつながって根拠

にされるということは遺憾であります。

それともう１つ大事なことは、私、入り口

論を言っているつもりは全くないんです。要

は、分社化が先か補償が先かなんていう話は

全くもって、分社化と同等に補償が先だとい

うことを、分社化と同等に比べて話すつもり

は全くない。ただ、一方で分社化という話が

言われている事実、それが欲しいと思ってい

らっしゃる事実は事実として前提としてある

ということ、しかし、その分社化の議論その

ものがどういう内容なのかということについ

ては、やっぱりもうこの時点で我々が確認を

しとかなきゃいかぬという思いで質問をさせ

ていただきました。

ぜひ今後も、分社化は補償との、どっちが

先かの議論としてではなくして、分社化とし

て、現にある分社化、要綱骨子素案ですか、

難しいんですけれども、それがあるという認

識の中でその問題点については執行部として

もしっかり今後も検証していっていただきた

いと思います。

以上です。

○西岡勝成委員長 ちょっと整理をいたした

いと思いますが、先ほど、大西委員、前川副

委員長からの、要するに分社化の問題点とい

うものを部長から大きく４、５点にわたって

御説明をいただきました。我々は、この認識

をお互いに共有しておく必要があると思いま

すけれども、ほかに何か御意見ありますか。

○小杉直委員 ちょっとおさらいで済みませ

んばってんが、これの特別措置法案の起案し

た省庁はどこですかな。

○駒崎次長 法案には政府提案と議員提案ご

ざいまして、これは議員提案という形をとっ

ておりまして、一部の議員と衆議院の法制局

の方で作業が進められたというふうに聞いて

おります。

○小杉直委員 後藤会長がおっしゃる分社化

というとは、これにのっとった分社化したい

ということですか、それとも別のレールにの

、 。っとった分社化ということですかな 希望は

○村田環境生活部長 それについては、明確

に聞いたことはありませんけれども、この流

れに乗った分社化だろうと思います。これま

、 、での発言を聞いていますと 特に秋のころは

10月の臨時国会にこの法案が提出されること

を望んでいるというようなことをおっしゃっ

てましたので、このことだろうというふうに

推測します。

○小杉直委員 私も分社化の経験ありますけ

、 、れども こういう意味合いの違うわけですが

やっぱり結局血の通っとらんと何もならぬわ

。 、 、けですよな だから 血の通うということは
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現状あるいは実情に応じた法案の中身になら

んといかぬのですから、委員長、副委員長も

おっしゃったような方向で、どこに問題点が

あるとかということは村田部長がるるおっし

ゃいましたけれども、やっぱり何か文書にわ

かりやすく懸念材料、問題点を列挙していた

だいて、それをもう一度説明していただいた

方がのみ込みはいいと思いますね。

○西岡勝成委員長 今の意見も含めまして、

執行部の方で文章的に整理をしていただい

て、この委員会また議会で共通認識を持つと

いう形をとりたいと思いますが、いかがです

か。

〔 はい」と呼ぶ者あり〕「

○西岡勝成委員長 じゃあそのようにはかり

たいと思います。

そのほかございませんか。

○大西一史委員 ついでに言わせていただけ

ば、今いろいろ問題点があるというふうなこ

とで何点もありましたけれども、まあもうと

にかく原因者がいなくなるなんてことはあり

得ない話なんですよ、はっきり言って。だか

ら、そもそも分社化の議論を全く否定するも

のではないと部長おっしゃいましたけれど

も、こんなスキームは認められぬということ

はもう明らかだろうと思いますので、その点

は皆さんも恐らく今の問題点の指摘の中でも

そういうふうに思われたというふうに思いま

すから、そういうものを前提として話をしな

いということ、それから救済策についてのや

はり受け入れということをしっかり最重点事

項として私たちはチッソに対してもきちんと

理解をしてもらうようにしなきゃいかぬとい

うことなんだろうと思います。

私たちも、何もかんもすべてチッソのその

社員全員が悪者で、どうこうとか言うわけじ

ゃないんだけれども、しかし、過去にこれだ

けの、人類史上最悪の公害ですよ、水俣病と

いえばですね。やはりそこまで起こしたとい

うその責任というのは、私は６月の代表質問

のときにも申し上げましたけれども、たとえ

患者補償なり何なりすべての裁判を含めてす

べて終わったとしても、やはりそういう謙虚

な姿勢といいますか、責任感といいますか、

そういったものはずっと負いながら企業活動

を原因者企業としてやっていかなければなら

ぬというふうに思っていますので、そういう

意味においても、まずその分社化云々の議論

というのは話もしたくないと個人的には思っ

ていますけれども、これはいろいろな交渉が

あるでしょうから、国の方のお考えもあるで

しょう、国会議員団の皆さんのお考え方もあ

るでしょうけれども、少なくとも熊本県の立

場あるいは熊本県議会の立場としては、とに

かく早期のこの救済策をのんでもらうという

ことを最優先にしてやっていただくというこ

とをお願いしたいというふうに思います。

○西岡勝成委員長 わかりました。

○吉永和世委員 済みません。先ほどの分社

化の案といいますか、特別措置の概要ですけ

れども、この中で村田部長が、課題といいま

しょうか、不安に思っていらっしゃる部分の

中の一つに、地域の経済の安定に支障を及ぼ

すことがない、チッソが水俣に残るのか残ら

ないのかという不安があるという話でござい

ましたが、私も会長と何回か会って話をさせ

ていただきましたが、口頭ではありますが、

出ていくことはあり得ないということをはっ

きりおっしゃっていますので、そのことはこ

の場で申し上げたいというふうに思います。

大西先生が今おっしゃいましたけれども、

原因企業としてそこにおる社員の方々は、何

がしかの形でずっとその責任というものを追

及していくという形でおっしゃいましたけれ

ども、それをおっしゃるならば、国も一緒、

県も一緒だというふうに思いますので、そこ
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ら辺は、チッソだけの問題じゃないというこ

とを改めて申し上げたいというふうに思いま

す。

以上です。

○西岡勝成委員長 お答えは要らぬですね。

○吉永和世委員 いいです。

○西岡勝成委員長 ほかにございませんか。

○鎌田聡委員 ちょっとまた話は変わります

けれども、水俣病関連です。

前回の委員会の後に、県の認定審査ができ

ていない方の１年経過した方の治療研究事

業、これが43年以降までですか、が対象外に

なるという話が、この委員会が終わった後、

新聞報道で知ったんですよね。そういった治

療研究事業、こういった認定審査が何名来て

いるとかいう議論をしている中で、治療研究

事業をそういったふうに見直すという話が、

何でこの委員会に全然説明がないままそうい

ったふうにやられたのか、それを教えていた

だきたいと思います。

○西岡勝成委員長 鎌田委員、これは私の方

からも執行部に注意をいたしたところでござ

いますけれども、その辺、だれか。

○中山環境生活審議員 水俣病審査課でござ

います。

ただいま御質問がありました件について、

まず、今回の見直しの内容を簡単に説明をさ

せていただきたいと思います。

水俣病の治療研究事業は、認定申請から１

年経過した申請者の方に治療費の自己負担分

を助成する事業でございます。この要件は、

水俣等の指定地域に５年間居住したことがあ

る方ということが要件となっております。

今回見直したのは、先ほど委員がおっしゃ

ったように、44年以降の方を対象から除外さ

せていただくということなんですが、この考

え方は、５年という居住要件がありましたけ

れども、通常保健手帳等のように何年から何

年までと終わりの期限がございませんでし

た。そうであるならば、最近水俣に移り住ん

だというような方々も、認定申請さえしてお

れば、１年たてばその手帳が交付されるとい

うような制度でございますので、この点につ

きましては見直しが必要ではないかという認

識をしたところでございます。

そして見直しを始めたわけですが、じゃあ

どこの年で切るかというところにつきまして

は、既に医療費の自己負担分が助成されてい

る保健手帳、これが43年までという規定にな

っておりますので、それと整合させていただ

いて、44年以降の方を今回対象としないとい

う見直しをさせていただいたところでござい

ます。

○駒崎次長 委員長からも鎌田委員からも御

指摘ございました手順、手続という面では大

変至らない点があったと思っておりまして、

おわびを申し上げたいと思います。委員会に

制度改正の趣旨なり内容なりについて十分御

説明すべきであったかというふうに反省いた

しておりますが、内容につきましては、多少

今の担当課の説明と重複いたしますけれど

も、今回の制度見直しは認定申請の効力には

全く影響しませんで、何年生まれの方であろ

うと認定申請は受け付けまして、きちんと検

診も疫学調査もしまして認定審査会にかける

と、この面につきましては何らの区別はござ

いませんので、同じように平等に審査をして

まいります。

認定申請をして通常１年をたった方には手

帳を交付して医療費の免除というふうなこ

と、いわば経済的な支援といいますか、医療

費の支援を行っているところでございます

が、これまでも、対象地域に５年以上住んで
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おられる方についてはそういうふうな医療費

支援の手帳を交付するということを行ってお

りまして、３年とか４年の方については手帳

を出さないということで若干の取り扱いに差

をつけておりました。それは、認定申請をし

まして最終的に認定されますと、認定の時点

にさかのぼってチッソから医療費の支援がご

ざいますので、認定の蓋然性というものはあ

る程度考えた上で取り扱いに若干の差がつい

ていたのかな、区別があったのかなと思いま

す。

、 、そこで 現状につきまして見ましたときに

他県の例でございますけれども、平成に入っ

てから対象地域に引っ越してきて初めてそこ

で暮らし始めた方が、５年たったので認定申

請をして手帳を受けているという事例が出て

きましたので、極端な話、平成15年に引っ越

して、初めて対象地域水俣市とか芦北郡とか

に住み始めたという方が、５年たって、平成

20年になれば認定申請して手帳ももらえると

いうようなことになりますので、そこまです

べきことだろうかということを検討した結

果、どこかで整理をしてみるべきではないか

といろんな検討の結果、環境省との調整の上

で中公審答申というところ、よりどころによ

ってやるべきと。これは、ほかの手帳が医療

手帳などのような総合医療対策事業でありま

すとか、新しく始めました新保健手帳なども

同じように、昭和44年以後に生まれたか、そ

れ以前に生まれたか、あるいは居住を開始し

たか、そこで線を引いて取り扱いをしており

ますので、同じような医療費支援の手帳とし

て、他の制度とのバランスもとって、同じよ

うな考え方で扱っていこうというふうにした

ところでございます。

背景とか内容は、今申し上げたとおりです

が、手順につきましては、最初申し上げまし

たように十分でない点があったと思っており

ますので、重ねておわびを申し上げて、今後

十分注意してまいりたいと思います。

○鎌田聡委員 ちょっと手順、今そういうふ

うにおわびされましたけれども、私は中身も

少し問題だと思っているんですよね。その医

療手帳と保健手帳とか新保健手帳と背景が違

うと思うんですね。治研事業というのはです

ね、認定申請をして、それが業務がストップ

しているから１年以上経過して医療費を助成

していこうということで、認定申請はだれで

もできるんですよね。その44年以降の方でも

できるんですよね。早く認定審査会やれば、

全部そういったふうに解決できるんです。そ

れができてないから治研事業で救っていこう

という趣旨のやつですから、そういった、い

つから移り住んだかということが問題じゃな

いと思うんですね。それを言うならば、44年

以降の人、認定申請もだめよていう話につな

がるんですよ。

ですから、多分今日私がどれだけ言っても

制度変えられないと思いますけれども、少し

その辺は考え方が違うと思いますけれども。

○駒崎次長 保健手帳と治研手帳の趣旨が違

うのは御指摘のとおりだろうと思っておりま

す。ただ、認定申請は、先生がおっしゃった

、 、とおり だれでもできるわけでございまして

先ほど申し上げましたように、認定申請につ

いて取り扱いに差をつけるということは一切

ございません。同じように受け付けまして、

同じような調査、検診を行った上で平等に審

査を行ってまいります。

そこに予断を持っているわけでは決してご

ざいませんけれども、待たせているというこ

とに――その点はまた後ほど申し上げます

が、１年以上たった方に手帳を交付するとい

う場合につきまして、先ほど言いましたよう

に、５年未満の居住者については従来も手帳

は交付しておりませんでしたので、ある程度

の蓋然性を考慮しながら、手帳による医療費

支援というふうなところについては、これま
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でも取り扱いに少し差をつけていたという面

があったので、ごく最近になって対象地域に

お住まいの方、お生まれになった方について

は、そうした観点で蓋然性に少し差があるん

ではないかという観点を持ったということで

す。そこをどこまでさかのぼるかといったと

、 、 、きに 環境省との調整もあり 意見もあって

中公審答申というところで線を引いたという

ところがございます。

もう１点御指摘の認定審査会を開いて認定

業務をきちんとやれば、もともとそれが大事

なことなんであって、手帳を交付するからい

つまでも待たせていいということでは決して

ございませんので、そこはきちんとやりたい

と思っておりますが、平成16年の最高裁判決

以後、二重基準の問題でありますとか、それ

から認定審査会が判断をしても、あるいは最

終的に処分庁であります知事が処分をして

も、再度裁判に行けば、そこで別の判断があ

り得るということであれば、認定審査会とし

ては一体何のために審査をしているのかとい

うふうな矛盾点も出てまいりまして、そこは

認定審査会の委員の先生方の間にも随分と疑

念があったところでございます。

それにつきまして種々説得をいたしまし

て、今とりあえず認定審査会の委員にお就き

いただいて審査会自体は存在しておりまし

て、審査できるものは審査しておるんですけ

れども、最高裁判決以後の方、いわゆる最高

裁が、報道機関の報道によりますと、行政の

基準と司法の基準が違うという二重基準だと

いうふうな状況の中で、これをどうさばいて

いくか、新たな救済策ができない中でどれだ

け審査を進めるかというふうなことが、もろ

もろの事情がございまして停滞しておりま

す。

その停滞しているのは、我々としても大変

遺憾に思っておりまして、今後十分取り組ん

でまいりたいと思いますけれども、その点と

は別に、治研手帳につきましては全額公費で

負担すると。治研手帳で支払った分につきま

しては、一切チッソには負担が行きませんの

で、全額公費で負担している制度でございま

すので、そこは一定程度の合理的な基準とい

うのを常に考えながら取り組んでまいりたい

と考えておるところであります。

○鎌田聡委員 認定審査会の事情はもう十分

わかっています。ですからこそ、動けない状

況にあるからこそ、こういった治研事業は残

しとって、やはりそういった待たせている方

にきちんと手を差し伸べていくという事業は

必要だと思うんですよね。それだけ、公費負

担と言われますけれども、そんなに人数いな

いと思うんですよ。何人ですかね、44年以降

というのは。

○中山環境生活審議員 44年以降ですか。

○鎌田聡委員 44年以降対象外になった人で

すよ。

○中山環境生活審議員 今回の見直しによっ

て、44年以降の居住ということで対象外にな

、 。った方は 見直しの時点で17名でございます

○鎌田聡委員 そんなに――公費負担のこと

言われますけれども、それならば早くしろと

いうふうな話になってきますので、そこまで

きちんと今全面救済していこうというとき

に、そういった、言い方悪いですけれども、

年数から先の人は切っていくというふうなこ

とを今すべきじゃないと思いますけどもね。

○西岡勝成委員長 御意見として受けとめさ

せていただきたいと思います。

そのほかございませんか。

それでは、一応質疑を打ち切りたいと思い

ます。

私の方から少し補足してお話を申し上げた
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いと思います。

与党から新たな救済策が示されてから１年

が経過をいたしました。実現されていないこ

とは大変残念でございます。和解を求めてお

られている団体の方々も、高齢化で亡くなっ

ておられる方々もいらっしゃいますし、いろ

いろ心配も重なっております。

しかしながら、先ほど執行部から説明があ

りましたように、園田座長は、大変お忙しい

中にも、チッソが救済策にのれるように被害

者団体と交渉を行い、全面解決に近い状況に

なるよう努力をされております。

引き続き、救済策の早期実現に向けて、執

行部においては国へ重ねての働きかけを行う

とともに、多くの被害者の方々に理解してい

ただけるよう、地元への情報提供等にも精い

っぱい努力をするよう要請をいたしておきま

す。

また、県議会といたしましても、国に対し

て要請しているチッソの支援策の来年度以降

３カ年のスキームについて、引き続き執行部

と連携して見直しを迫ってまいりたいと思い

ます。

政局が非常に不透明な状況でありますけれ

ども、委員各位におかれましても、執行部と

一体となって、今後も、国や与党ＰＴと連携

をとりながら、救済策ができるだけ早く実現

するように取り組んでいただくことを委員長

としてお願いをいたしたいと思います。

次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りをいたします。

議事次第に記載の事項について、閉会中も

なお継続審査にする旨、会議規則第82条の規

定に基づき、議長に申し出ることとしてよろ

しいでしょうか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○西岡勝成委員長 それでは、そのように取

り計らいます。

その他、何かありますでしょうか。

（ ありません」と呼ぶ者あり)「

特にないようですので、今後状況によりま

しては臨時にお集まりいただくこともあろう

かと思いますが、よろしくお願い申し上げま

して、委員会を閉じたいと思います。

御苦労さまでございました。

午後２時18分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

水俣病対策特別委員会委員長


